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附 録1センター規則

(趣 旨)

第1条 この規則 は、九州大学先端科学技術共 同研究セ ンター(以 下 「セ ンター」 とい う。)の 組織及び運営

に関 し必要 な事項 を定 める もの とす る。

(セ ンターの 目的)

第2条 セ ンター は、学 内共 同利用施設 として、九州大学(以 下 「本学」 とい う。)と 産業界等 との研究協力

及び学術交流 を推進す る とともに、先端科学技術 の振興 を図る ことを目的 とす る。

(セ ンターの業務)

第3条 セ ンター は、次 の各号 に掲げ る業務 を行 う。

一 本学 と民 間等 との共 同研究及び受託研究 の企画及び実施 に関す る こと
。

二 先端科学技術分野 にお ける本学 と産業界等 とのプ ロジェク ト研究 の企画及 び実施 に関す ること。

三 産業界等 の技術者 に対 す る高度技術教育 の実施及び協力 に関す る こと。

四 産業界等 に対す る本学 の学術研 究情報 の提供 に関す ること。

五 その他本学 と産業界等 との研 究協 力及び学術交流 の推進 に関す る こと。

(委員会)

第4条 セ ンター に九州大学先端科 学技術共 同研究 セ ンター委員会(以 下 「委員会」 とい う。)を 置 く。

2委 員会 は、次 の各号 に掲げ る事項 を審議 す る。

一 セ ンター の管理運営 の基本 方針 に関す ること
。

ニ セ ンター の規則 の制定改廃 に関す ること。

三 セ ンター の教官 の人事 に関す る こと。

四 その他 センター に関す る重要事項

第5条 委員会 は、委員長及び次 の各号 に掲 げ る委員 を もつて組織す る。

一 理学部、医学部、歯学部 、工 学部、農学部、大学院比較社会文化 研究科、大学院数理学研究科、大

学院総合理工学研究科、大学院 システム情報科学研究科、応用力学研 究所、機能物質科学研究所、及

び生体防御医学研究所 の教授及 び助教授 の うちか ら、各部局 ご とに選ばれた者各1人

二 文学部、教育学部、法 学部 及び経済学部 の教授及び助教授 の うちか ら、各部局 ごとに選 ばれた者名

1人

三 セ ンター の専任並 び に兼任 の教授及び助教授(セ ンター長 の職 にあ る者 を除 く。)

2前 項第1号 及び第2号 に掲 げ る委員の任期 は2年 とする。 ただ し、委員 に欠員 が生 じた場合 の後任

者 の任期 は、前任者 の残任期 間 とす る。

3前 項 の委員 は、再 任 され る ことがで きる。
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第6条 委員長 は、セ ンター長を もつて充 て る。

2委 員長 は、委員会 を招集 し、 その議長 とな る。

第7条 委員会 は、委員 の過半数が出席 しな ければ議事 を開 き、議決す る ことがで きない。

2委 員会 の議事 は、 出席 した委員 の過 半数 で決 し、可否 同数 の ときは、議長 の決 す ると ころに よる。

(専 門委員会)

第8条 委員会 に専 門的事項 を審議す るために、必要 に応 じて、専 門委員会 を置 くことがで きる。

(セ ンター長及 び次長)

第9条 セ ンター に九州大 学先端科学技術共 同研究 センター長(以 下 「セ ンター長」 とい う。)を 置 き、本学

の教授 の うちから、委員会 の推薦 に よ り、総長 が選考す る。

2セ ンター に、次長 を置 くことがで きるもの とし、本学 の教授及び助教授 の うちか ら、委員会 の推薦

に より、総長 が任命す る。

3セ ンター長 は、 センター の業務 を掌理 し、次長 は、 セ ンター長 を助 け、セ ンターの業務 を整理 す る、

4セ ンター長及び次長 の任期 は、2年 とす る。 ただ し、欠員 が生 じた場合 の後任者 の任期 は、前任者

の残任期 間 とす る。

5セ ンター長及び次長 は再任 され る ことがで きる。

(客員研究 員)

第10条 センター に、客員研究 員を置 くことがで きる。

2客 員研 究員は、委員会 の推薦 に よ り、総長 が選考 し、又 は任命す る。

(事務)

第ll条 セ ンターに関す る事務 は、当分 の問、総 合理工学研究科等事務部 において処理 す る。

(細則)

第12条 この規則 に定 め るもののほか、 センター の運営 に関 し必要 な事項 は、委員会 の議 を経て、セ ンター

長 が細則 で定 める。

附 則

1こ の規則 は、平成6年6月24日 か ら施行 す る。

2こ の規則施行後最初 に任命 され るセ ンター長 は、第9条 第1項 の規定 に より選考 された もの とみなす。

3こ の規則施行後最初 に任命 され る委員会の委 員並び にセ ンター長及び次長 の任期 は、第5条 第2項 及び

第9条 第4項 の規定 にかかわ らず、平成8年3月31日 まで とす る。



附録2

平成8年 度 センター委員名簿
(任期 平成8年4月1日 ～平成10年3月31日)

委員長(セ ンター長)

委員

総合理工学研究科

理学部

医学部

歯学部

薬学部

工学部

農学部

比較社会文化研究科

数理学研究科

総合理工学研究科

システム情報科学研究科

応用力学研究所

機能物質科学研究所

生体防御医学研究所

教育学部

先端科学技術共同研究センター

教 授

教 授

教 授

助教授

助教授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

教 授

助教授

教 授

教 授

助教授

助教授

村 岡 克 紀

島 崎 研一郎

赤 池 紀 生

中 山 浩 次

亀 井 洋 子

深 野 徹

松 本 清

吉 岡 斉

田 中 俊 一

荒 井 弘 通

前 田 三 男

中 村 一 男

尾 添 紘 之

渡 邊 武

田 蔦 誠 一

中 島 寛

センター職員

センター長(併 任)村 岡 克 紀(総 合理工学研究科)

客員教授(任 期 平成8年4月1日 ～平成9年3月31日)

内 尾 良 輔(味 の素冷凍食品㈱常務取締役冷凍食品開発研究所長)

石 黒 正 路(働 サントリー生物有機科学研究所部長研究員)

塩 見 忠 彦(㈱ 竹中工務店技術研究所主任研究員)

工 藤 佳 久(東 京薬科大学生命科学部教授)

藤 本 研 一(新 日鐵化学㈱取締役九州製造所長)

柳 謙 一(三 菱重工業㈱広島研究所長)

専任助教授

専任助手

事務補佐員

中 島 寛

古 川 勝 彦

小 谷 澄 行

木 下 千 浪

明 田 由 香

事務担当 総合理工学研究科等事務部



附録3

センター委員会議事

第7回 セ ン タ ー 委 員 会

日 時:平 成8年4月23日 午前10時 ～

議 題:○ 平成8年 度 セ ンターの活動計画 について

○ホー ムベー ジについて

○高度技術研修 について

○建物利用 について

○セ ンター のあ り方 について

第8回 セ ンタ ー委 員会

日 時:平 成8年7月10日 午後3時 ～

議 題:○ 中小企業産学技術交流促進事業について

○民間等 との共同研究の受入れについて

○高度技術研修について

○センター棟利用に係わる専門委員会について

○共同研究 ・技術相談一一覧改訂版発行に係わる件について

第9回 セ ン タ ー委 員 会

日 時:平 成8年ll月26日 午後2時 ～

議 題:○ 平成9年 度客員教授選任について

○センター棟利用について

○福岡県 ・九州大学先端科学技術共同研究センター共創会議(仮)の

規約 について

第10回 セ ン タ ー 委 員 会

日 時:平 成9年3月18日 午前10時 ～

議 題:○ セ ンター長選任 について



附録4

研究協力制度の概要

大学 と民間等 との研究協 力は、共 同研究、受託研究、受託研究員、奨学寄付金 な どの制度 を

通 じて進 められてい る。

(イ)研 究 協 力 の 種 類 と 手 続 き

1.共 同 研 究 の 受 け入 れ

民間企業と本学は、相互に研究者、研究経費、研究施設等を出し合い研究を進めるが、共同

研究の受け入れ方式は経費の分担方法により次の3つ に区分 される。

区分1

民間等共同研
究員の研究料

民間等 民間等

直接経費

国立大学等
の既定経費

文部省より
別途配分

経常経費

国立大学等

○経費負担するもの

△経費負担することが可能なもの

×経費負担しないもの

2.共 同 研 究 の 申 込 方 法

1)研 究代表者(九 州大学教官)を 決 め、具体 的な共 同研究 の内容 を相談す る。

2)1月 末 まで に、所定 の共 同研究 申込書 を提 出す る。 ただ し、 区分Bお よびCに ついては随

時受 け付 けてい る。

3)研 究代表者 の所属す る部局 において申請 が審議 され、承認後4月 から共 同研究 が開始 され

る。 申請時期 のず れた区分B及 びCに ついては、承認後 開始 され るが、研 究 の終 了は その

年度末 にな る。

4)本 セ ンターの施設等 を利用す るには、利用 申請書 を提 出す る。
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3.受 託 研 究

民間企業等から委託された課題について、本学の教官が研究を実施 し、その成果を委託者に

報告す るもので、研究に要する経費は委託者の負担 となる。

九州大学

研究者
研究施設

受託研究

民間企業等

研究費

研究成果

4.技 術 相談

本センターには技術相談窓 口を設置 して、民間企業等から寄せられる相談に対応 している。
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附録5センターの主要設備

走査型トンネル顕微鏡システムセイコー電子工業（株）製SPA300 ≧ ぎ 一}で 重1世 一Lモ ⊃':"H

l_.ニ ー.一 一 一 一 一_1

仕 様 ・性 能

測 定 種 類:AFM(AtomicForceMicroscopy),FFM(FrictionForceMicroscopy)

MFM(MagneticForceMicroscopy),NC-AFM(Noncontact-AFM)

STM(ScanningTunnelingMicroscopy),EC-AFM(Electrochemical-AFM)

検 出 系:光 て こ 方 式 、 半 導 体 レ ー ザ お よ び4分 割 変 位 検 出 系

分 解 能:面 内:0.2nm、 垂 直:0.Olnm

走 査 範 囲:最 大150μm

ス テ ー ジ:粗 動 機 構 移 動 量:±1.Omm

Z粗 動 機 構:移 動 量:5mm

サ ン ブル ス テー ジサ イズ:15mmφ

用 途

材 料 の表 面 観 察 、 分 析 、 画 像 解 析

(三 次 元 粗 さ測 定 、 二 次 元 粗 さ測 定 、 断 面 にお け る高 さお よび 幅 の測 定 、 段 差 測 定 等)

可変波長レーザー計測システム米国コンテニュアム社製Powerlte9010Mirage500Nd=YAGレ ー ザ ー

仕 様 ・性 能

出 力:2J(@波 長1064nm),IJ(@532nm),550mJ(@355nm),160mJ(@266nm)

ビー ムダ イバ ー ジ ェ ンス:0.45mrad以 内

線幅:0.003cm-1

繰 り返 し率:10Hz

パル ス幅:約10ns

用途

OPOレ ーザー の励 起光源 、高 出力の計測

用光源

2)OPOレ ー ザ ー

仕 様 ・性 能

波 長 可 変 範 囲:430～2000nm

出 力:450nmで10mJ以 上 、500nmで30mJ以 上 、1500nmで10mJ以 上

ビー ム ダ イバ ー ジ ェ ンス:lmrad以 内

線 幅:0.02cm-1



用途

各種の試料や材料などの光分析、光計測のための可変波長光源

三源同時ｽﾊﾟｯﾀｰ装置アネルバ（株）L-100-FH仕様 ・性能

カソー ド:2イ ンチRFマ グネ トロン2基

2イ ンチDCマ グネ トロン1基

試料サ イズ:最 大2イ ンチ

試料温度:最 大600℃

特徴

逆 スパ ッター機構、 ロー ドロック機構

用途

複数材料 による多層膜、 リアクテ ィブスパ ッタ リング に よる

化 合物 、同時スパ ッタ リングに よる合金膜等

「 一=・ 一一 一一

ECRｽﾊﾟｯﾀｰ装置（株）アフティ製3400UD仕 様 ・性 能

固体 ソー スでECR(ElectronCyclotronResonance)反 応 成 膜

マ イク ロ波 導 入:分 岐 結 合 型

試 料 サ イズ:最 大4イ ンチ

試 料 温 度:最 大600℃

高 イオ ン化率、10-2Pa台 の低圧成膜、低 エネル ギー ・大電流 イオ ンア シス ト粒子 の試料へ の垂

直入射、低 ダメー ジ

口例]

膜

Si

Sio,

SiN

TiN

Ta205

固 体 ター ゲ ッ ト

Si

Si

Si

Ti

Ta

ECRプ ラ ズ マ

Ar(H2)

02、Ar

N2、Ar

N2、Ar

O2、Ar

用途

材料 の誘電体膜、絶縁膜、金属問化合物、金属 の成膜

フーリエ変換型赤外分光成膜モニター装置マトソン社製FT-IRリサーチシリーズRS-2真空チャンバー内好感度反射測定用外部光学系マルチモード角度可変反射装置仕様 ・性能

動作原理:マ イケル ソン干渉計、 コーナー キ ュウー ブ ミラー使 用、 レーザ ーク ワ ドラチ ュア方

式密閉型 、 メカニカルベア リング駆動



赤 外 光 源:高 輝 度 水 冷 光 源

検 出器:DTGS(Csl窓 、5000-200cm-1〉 、

広 帯 域MCT(6000-400.m-1)

ス ペ ク トル 範 囲:6000-400cm-1

分 解 能:0.25-32cm`1

波 数 精 度:±0.Olcm-1以 上

用 途

半 導 体 プ ロセ ス に用 い られ るCVD(化 学 的 気相

成 長 法)、 プ ラズ マCVD、ECRス パ ッタ等 に よ

る基板上の吸着化学種に対応する高感度反射(RAS)測 定

偏光膜厚測定装置フォトデバイス（株）製自動偏光解析装置MARY-102仕様 ・性能

測定方式:回 転位相子 法(RQ法)

光源:0.8mwHe-Neレ ーザー(λ:632.8nm)

ビー ム径:0.8mmφ

測定精度:△:±0.Ol.

Ψ:±0.Ol.

但 しSiO2(1000A)/Si測 定時

用途

半導体酸化膜、酸化膜 、 レジス ト膜 …化合物半導体、 カー

ボ ン膜、潤滑油膜 、ITO膜 、 ポ リイ ミド膜、DLC膜 、光学

薄膜等膜厚や光学常数(屈 折率、吸収係数)あ るいは、バ

ルク の光学常数 の測 定

吸着プロセス評価装置日本分光（株）製FT/IR-550真空加熱 拡散反射測定装置 -
1

仕 様 ・性 能

スペ ク トル範 囲:7000-400cm-1

分 解 能:0.25-16cm-1

検 出 器:DTGS(CsI窓 、5000-200cm-1)、

MCT(6000-650cm-1)

セ ル 温 度:最 大1000℃

用 途

触媒、吸着剤、 医薬 品、顔料、 セメ ン トな どの粉体及 び それ らの表面 に吸着 されてい る物質 の

表面、界面現 象 の研究



附録6

センター利用規程

(趣 旨)

第1条 この規程 は、九州大学先端科 学技術共 同研究 セ ンター(以 下 「セ ンター」 とい う。)の 利用 に関 し、

必要 な事項 を定 め る。

(利 用 目的)

第2条 セ ンターは、次 の各号 に掲 げ る目的 のために利用す る ことがで きる。

一 九州大学 にお ける民 間機関等 との共 同研究取扱規程 に基 づ く共 同研究(以 下 「共 同研究」 とい う。)

二 九州 大学受託研究取扱 い規程 に基づ く受託研究

三 センターが行 う教 育、研究、 その他 の事業

四 その他先端 科学技 術共 同研究 セ ンター長(以 下 「センター長」 とい う。)が 必要 と認 めた業務

(利用者 の資格)

第3条 セ ンター を利用す る ことがで きる者 は、次 の各号 に掲 げる者 とす る。

一 本学 の教職員及び学生

二 民 間等共 同研究員(九 州大学 にお ける民間機 関等 との共 同研究規則第3条 第2項 に規 定す る研究員

をい う。)

三 セ ンターが主催 す る事業へ の参加者

四 その他 セ ンター長 が必要 と認 めた者

(利用 の手続)

第4条 セ ンター を利 用 しよ うとす る者 は、利用者 の代表者(本 学の教職員 に限 る。 以下 「利用代表者」 と

い う。)が 、別 に定 める利 用申請書 をセ ンター長 に提出 し、承認 を得 なければな らない。

2セ ンター を利用 して共同研究又 は受託研究 を行お うとす る者 は、契約 を締結 す る前 に前項 の承認 を

得 なけれ ばな らない。

3学 生 がセ ンター を利用 しようとす る ときは、 当該学生 に係 る指導教 官が利用代表者 とな り、第1項

の手続 きを行 う。

4セ ンター長 は、前3項 の申請 を承認 した ときは、利用代表者 にその旨を通知す る もの とす る。

5前 項 の承認期 間は、 当該年度 内 とす る。ただ し、 セ ンター長 が必要 があ ると認 める ときは、年度 を

超 えて承認 す ることがで きる。

(利用変更 の届出)

第5条 前条第4項 の承認 を得 た者 は、利用 申請書 の記載 内容 に変更が生 じる ときは、速や かにセ ンター長

に届 け出 なければ ならない。



(利用上 の注意)

第6条 利用者 は、 この規程及び センター長 が別 に定 め る 一九州大学先端科学技 術共 同研究 セ ンター利用上

の注意事項」(以 下 「注意事項」 とい う。)を 遵守 しなけれ ばな らない。

(利用 の報告等)

第7条 セ ンター長 は、利用代表者 から必要 な事項 について、随時報告 を求 める ことがで きる。

2利 用者 は、 セ ンターを利用 して行 った研 究等 の成果 を論文等 に より公表す るときは、 セ ンターを利

用 した 旨を明記 し、 その論文等 の写 し1部 を速 やかにセ ンター長 に提出 しなければな らない。

(利用承認 の取消 し等)

第8条 セ ンター長 は、利用者 が この規程及 び注 意事項 に違反 し、又 はその他 センターの運営 に重大 な支障

を及 ぼ した ときは、利用 の承認 を取消 し、又は利用 を制限 す ることがで きる。

(損害 の賠償)

第9条 利 用者 は、故意又 は重大 な過失 によ りセ ンターの施設又 は設備等 に損傷 を与 えた ときは、 その賠償

の責任 を負わなければな らない。

(機器 の搬 入等)

第10条 利 用代表者 は、 セ ンター長 の承認 を得て、セ ンター内で使用す る共同研究等 に必要 な機器等 を搬入

す る ことがで きる

2利 用代 表者 は、前項 に よる機器等 の使用が終 了 した ときは、速や かに搬出 しなければな らない。

3前2項 に係 る一一切 の経費 は、利用代 表者 が負担 しな ければな らない。

(経費 の負担)

第ll条 利 用代表者 は、別 に定 め る 「センター施設利用等 に係 る経費負担」 に従 って、施設利用 に係 る経費

を負担 しな ければな らない。

2前 項 の経 費の額及び負担方法 は、 センター長 が別 に定 め る。

3セ ンター長 が特 に必要 と認 めた ときは、第1項 の規程 にかかわ らず、経費の一部又 は全部 を免除 す

る ことがで きる。

(雑則)

第12条 この規程 に定 め る もののほか、 センター利用に関 し必要事項 は、 センター長が別 に定め る。

附 則

この規程 は、平成8年2月20日 か ら施行す る。



附 録7外国人学者受入れに関する内規

第1条 この内規は、 九州 大学先端科学技術共 同研究 センター において研究 に従事 す ることを希望 す る外国

人学者 の受入れ に関 し、必要 な事項 を定 め る。

第2条 この内規 において 「外 国人学者」 とは、受入れ に関 して別 に定めのあ る外 国の学者 を除 く外 国人学

者 をい う。

第3条 受入れ の外 国人学者 は、 これを 「訪問教授」 と 「訪 問研 究員」 とに区別 す る。

2訪 問教授 の資格基準 は、本学 におけ る教授 の一般的選考基準 に準 ず る もの とす る。

3訪 問研 究員 の資格基準 は、本学 におけ る助教授 の一般的選考基準 に準 ず るもの とす る。

第4条 受入れ を希望 す る外国人学者 は、受入教官 を通 じて履歴 及び業績 の資料並び に受入れ調書 を添 え、

セ ンター長 に申 し出 る もの とす る。

第5条 外 国人学 者の受 入れ及び その名称 は、第3条 の規定 に基 づ きセ ンター委員会 にお いて決定す る。

第6条 訪 問教授又 は訪 問研究員 として研究 に従事す る期間は、1カ 月以上1年 以 内 とす る。

ただ し、研究上必要 があ る場合 は、 これを延長す る ことがで きる。

第7条 訪 問教授 又 は訪 問研究員 は、受入 れ調書 に記載 した研究計画に従 って研究 に従事 する もの とす る。

第8条 訪問教授又 は訪 問研究員 の本 セ ンターにお け る研究活動 については、 で きるか ぎり便宜 を与 える も

の とす る。

第9条 外 国人学 者 の受入れは、 随時、 これを行 うことがで きる。

第10条 この内規に定 める もののほか、必要 な事項 は、セ ンター委員会で決定 す る。

附 則

この内規 は、平 成8年2月20日 か ら施行 す る。


